
単身低所得高齢者等加算関係   



【単身低所得高齢者等加算】のイメージ  
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保険料納付期間  →  

（軽減保険料納付期間を含む）   
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65歳以上の者のいる世蒜数及び構成割合（世帯構造別）  
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撃 7  日聖ロ 6。  12  13  14  15  16  17  18  
（1980）（1985）（1990）（1995）（2000）（2001）（2002）（2003）（2004）（2005）（2006）（年）  

資料：昭和60年以前は厚生省「厚生行政基礎調査」、昭和61年以降は厚生労働省「国民生活基礎調査」  
（注1）平成7年の数億は、兵庫県を除いたものである。  
（注2）（）内の数字は、65歳以上の者のいる世帯総数に占める割合（％）   



高齢者の男女・年齢階級別にみた家族構成割合  

（％） 0．1  0．2  0：1  0．1  0．1  0．1  0．1  0．1  
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十」（子どもと同居）  

［＝］非親族と同居  

□謡望忘 
居  

出撃既詣Fい  

団婦  

旺ヨ夫婦のみ  

匡頭一人暮らし  

資料：厚生労働省「国民生活基礎痢査」（平成18年）  
（注1）ト人暮らし」とは、上帯鱒査における「単独世帯」、のことを指す  
（注2）（）内の数億は子どもと阿屠している者の割合（子ども夫婦と同居と配偶者のいない子どもと同居の合計）  

「平成20年版 高齢社会白書」より抜粋   



夫婦2人高齢者世帯の生計費と基礎年金の給付水準  

モデル年金  

の水準  

夫65歳以上、  
妻60歳以上の  

夫婦世帯（有  

業者なし）の家  

計支出  

（円）  

200，000  250，000  300，000   

（資料）平成19年家計調査年報（総務省統計局）   

100，000  50，000   
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単身高齢者世帯の生計費と基礎年金の給付水準  

○ 基礎年金の水準（満額6醐0〉8円）を単身高齢者世帯吏有業者なしうの家計と比較すると、基礎的消糞支出をカ′ミー   
するにわずかに足りなじi水準   



生活保護と公的年金の役割の違い  

⇒ 資産、能力等すべてを活用しても、なお生活に困窮する者に対する最低生活の保障及び自立の助長   

○基準：最低生活を保障する水準として設定。この水準で生活を営むことを想定。   

○給付：就労収入、年金収入等を差し引いた不足分を給付。  
資産、能力等を活用しているかどうかにつき、預貯金等の調査を厳格に実施。  

＝｝高齢による稼得能力の減退を補てんし、老後生活の安定を図るもの   

○水準：現役時代の収入の一定割合を保障するとともに、老後生活の基礎的な車用に対応すること  
により、現役時代に構築した生活基盤や老後の備えと合わせて自立した生活を可能とする  
もの。  

○給付：他の収入や資産の有無にかかわらず、現役時代の保険料納付実績に基づいた年金を支給。  
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基礎年金給付の考え方  

基礎年金は、老後生活の基礎的な責用に対応し、現役時代に構築した生活基盤や老後の嘩えと合わ  
せて、一定の水準の自立した生活を可能とする考え方で水準が設定されている。  
また、受給時の個々の生活状況に関わりなく、現役時代の保険料納付実績に基づいた年金額が支給さ  
れる。  

（参考）生活保護の額  年金の額   
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基礎年金月額と生活扶助基準額  

◇基礎年金月額 66，008円（夫婦合計：132，016円）（平成20年度月額）  

◇生活扶助基準額  （平成20年度月額、単位‥円）   

生活扶助基準額  
＜参考＞  

2級地－1  
（3級地－2～1級地一1）  

［県庁所在地等］   

単  

身   

65歳   62，6■40～80，820   73，540   

夫65歳、妻65歳の  

（注）家賃、地代を支払っている場合は、これに住宅扶助が加算される。  
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《各国の公的扶助制度と高齢者に対する拠出制年金制度以外の所得保障》  

高   障  

国  公的扶助制度  主な対象者  制度の特徴   支給要件  扶養義務範囲   
（注1）  

齢 者  失 業 者  母 子   【ヨ l：：コ 者  

・資産、能力等を活  ○父母など直系血族  

日本  生活保護  用した上でも生活   ○  ○  ○  ○  なし  
と兄弟姉妹  

に困窮する者  03親等以内の親族  
〔民法で規定】   

065歳以上の者及び18歳以上で継  ○血族又は姻戚と同  

・必要不可欠の生計   続的に稼得不能の暑が対象。   65歳。  －の世帯（血族＝  

費を自ら全くある  ○生計扶助と同様に所得や資産の  父母、祖父母、叔  

ドイツ  社会扶助  △  △  ○  ○  基礎保障  調査があるが、受給者について   父母）  

（注2）  
きない者  

（注2）   扶養義務を負う子や両親に対す  あり。  〔社会扶助法の披い。  
る求償は原則行われない。  基礎保障法では配  

・年齢制限はなし  ○社会扶助の実施主体である自治  偶者と高所得の両  
体が実施し、費用も負担。  親・子に限定〕   

○無年金・低年金者に対する補  ○夫婦間と未成年  

・収入の不足■欠如   足的現金給付（財源は一般社   の子供  

最低社会復帰扶  の者（失業の場合  会拠出金）。   原則居住期間要  〔RMI制度上の  

フランス  助  は、就業努力の実  
△  ○  ○  △    高齢者連帯手当 （ASPA  件なし。（EU  扱い〕  

（RMl）  施が要件）  
）  年金制度の保険者が制度を運  外出身者は5年  

営。  の居住期間が必  
・25歳～  要。）  

○所得調査あり。  

・資産がなく、所得  ○一定感以上の年金額を確保す  065歳  ○夫婦間と未成年  

が定める基準を元  るための国庫負担による所得  の子供  

スウェーデン  社会扶助  に市町村が決定す  保証年金  
比例年金への上乗せ給付。  デン居住期間が  〔親子法及び婚姻  

る額以下の者  （注3）  
必要。  法で規定】  

○所得・資産調査  
・年齢制限なし   なし。  ※父母は含まない   

○低所得の高齢者に対する税財  
・フルタイム就労者   源による補足的現金給付。   貯蓄ルゾット：65歳  の子供  
でないため、失業  ○所得補助に比べて、給付要件  ・○英国居住者で、  〔1948年の国民  

イギリス  所得補助  
や内容が寛大。   現に滞在してい  扶助法で親に対  

×  ×  ○  ○    ペンション・ク  ○年金制度と同様に年金サービ   ること。  する扶養義務を  

得者  ス庁が運営。   ○所得・資産調査  撤廃〕  

・16～59歳  あり。  
※父母は含まない   

貧困家庭一時扶  ・未成年の児童、又   ○高齢者、視覚障害者、障害者  ○高齢者の場合、  ○夫婦間と未成年  

助（TANF）   ×  ×  ○  ×  であって低所得のものを対象   65歳。  の子供  

（注4）   得家庭  とした補足的現金給付。  ○米国の市民権を  〔州法である家族  

アメリカ  
補足的保障所得  有するか又は認  法等で規定〕  

（SSl）   年金保険と同様に連邦政府の  定移民（注7）  
一般扶助  ・失業保険、SSし  社会保障庁が運営。  であること。  ※父母は含まない   
（GA）  TANF等の対象とな  

（注6）  
○所得・資産調査  

（注5）  らない者等  あり。  
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○＝対象、△＝法律上排除されていないが運用上対象とならない者、×＝法律上対象とならないことが明記されている者   

（注1）本表においては、各国における低所得者を対象とした税による代表的な公的給付を列挙した。各国において給付の対象者の範囲等が異なる  
ことに留意が必要。  

（注2）2003年1月からの導入当初は、基礎保障は社会扶助とは異なるものとされていたが、2005年の社会扶助改革により、基礎保障法は連邦社会   
扶助法とともに社会法典第12編に統合され、社会扶助の一類型として位置付けられている。社会扶助には、生計扶助、医療扶助、介護扶助など   
の類型があるが、基礎保障は、生計困難者一般を対象とする生計扶助についての年寺別制度に当たる。  

（注3）3年以上のスウェーデン居住期間があることが受給要件。なお、当該要件を満たせないような滞在期間の短い移民などに対しては、保証年金   
とは別に「高齢者生計責補助制度」から給付がなされる。  

（注4）貧困家庭一時的扶助（TANF）は、州政府により運営されており、州ごとに独自に給付額基準が設定されている。連邦政府は各州に補助金を  
交付。  

（注5）一般扶助（GA）は、州政府や地方政府が独自に行う扶助施策の総称であり、失業保険や補足的保障所得（SSI）などの適用範囲に含まれない   
者や、それらの給付によってもなお満たされない者を対象として、州若し〈は地方政府が独自に財源を支出し実施されており、運営は実施主体に   
より異なる。  

（注6）一般扶助（GA）は、州政府や地方政府の独自施策であるため、対象者も各州一地方政府ごとに異なる。  
（注7）認定移民とは、7年以上米国に居住する合法永住者、亡命者、難民等  

【資料出所】  

「主要各国における公的扶助制度の比較検証に関する調査報告書（平成15年3月）」（UF」総研）、  
「海外情勢報告（2005～2006）」（厚生労働省）などを元に厚生労働省年金局において作成。  
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